
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蓄電器と、
　該蓄電器の充放電を制御する充放電器とを備え、
　前記蓄電器は、
　直列接続された少なくとも２つの第一の蓄電器類と、
　該第一の蓄電器類の充電バランスをとるためのものであって、前記第一の蓄電器類を直
列接続したものに並列接続された充電バランス手段とを有しており、
　前記充電バランス手段は、
　電解液が電気分解する電圧または発生ガスが再結合が可能な第二の蓄電器類を用いて構
成したものであって、
　前記第一の蓄電器類のそれぞれに対応させて前記第二の蓄電器類を設け、前記第二の蓄
電器類を対応する前記第一の蓄電器類に並列接続し、かつ前記第二の蓄電器類を直列接続
して構成したものであり、
　前記蓄電器類は、前記第二の蓄電器類の電解液が電気分解する電圧または発生ガスが再
結合が可能な電圧まで前記第二の蓄電器類のそれぞれを充電させることが可能なものであ
り、
　前記第一の蓄電器類のそれぞれは、前記第二の蓄電器類のそれぞれが、電解液が電気分
解する電圧または発生ガスの再結合が可能な電圧まで前記充放電器によって充電されるこ
とにより均等充電されることを特徴とする電源装置。

10

20

JP 3809549 B2 2006.8.16



【請求項２】
　請求項１に記載の電源装置において、
　前記第一の蓄電器類と前記第二の蓄電器類は電流制限器あるいは抵抗を介して並列接続
されていることを特徴とする電源装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の電源装置において、
　前記蓄電器が並列接続されていることを特徴とする電源装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の電源装置において、
　前記第一の蓄電器類の耐電圧は前記第二の蓄電器類の耐電圧よりも大きいことを特徴と
する電源装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の電源装置において、
　

ことを特徴とする電源装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の電源装置において、
　前記蓄電器は、前記第一の蓄電器類を複数直列接続した第一の蓄電器と、前記第二の蓄
電器類を複数直列接続した第二の蓄電器とが並列接続されたものであり、
　前記第一の蓄電器類と前記第二の蓄電器類との対応するもの同士が、前記第一の蓄電器
及び第二の蓄電器の双方に前記対応関係に基づいて設けられた中間端子を介して並列接続
されていることを特徴とする電源装置。
【請求項７】
　請求項５に記載の電源装置において、
　前記蓄電器は、前記第一の蓄電器類を複数直列接続した第一の蓄電器と、前記第二の蓄
電器類を複数直列接続した第二の蓄電器とが並列接続されたものであり、
　前記第一の蓄電器類と前記第二の蓄電器類との対応するもの同士が、前記第一の蓄電器
及び第二の蓄電器の双方に前記対応関係に基づいて設けられた中間端子を介して並列接続
されていることを特徴とする電源装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の電源装置において、
　前記第一の蓄電器類と前記第二の蓄電器類は、その構成要素が少なくとも一つ以上共用
化されていることを特徴とする電源装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の電源装置において、
　前記共用化されている構成要素は電解液であることを特徴とする電源装置。
【請求項１０】
　請求項８に記載の電源装置において、
　前記第一の蓄電器類と前記第二の蓄電器類の少なくとも一つは、電極に炭素繊維または
カーボンナノチューブを有することを特徴とする電源装置。
【請求項１１】
　蓄電器及び該蓄電器の充放電を制御する充放電器を備えた電源装置と、
　前記電源装置に並列接続された他の電源装置とを有し、
　前記蓄電器は、
　直列接続された少なくとも２つの第一の蓄電器類と、
　該第一の蓄電器類の充電バランスをとるためのものであって、前記第一の蓄電器類を直
列接続したものに並列接続された充電バランス手段とを有しており、
　前記充電バランス手段は、
　電解液が電気分解する電圧または発生ガスが再結合が可能な第二の蓄電器類を用いて構
成したものであって、
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前記第一の蓄電器類のそれぞれには、前記第二の蓄電器類を複数直列接続したものが並
列接続されている



　前記第一の蓄電器類のそれぞれに対応させて前記第二の蓄電器類を設け、前記第二の蓄
電器類を対応する前記第一の蓄電器類に並列接続し、かつ前記第二の蓄電器類を直列接続
して構成したものであり、
　前記蓄電器類は、前記第二の蓄電器類の電解液が電気分解する電圧または発生ガスが再
結合が可能な電圧まで前記第二の蓄電器類のそれぞれを充電させることが可能なものであ
り、
　前記第一の蓄電器類のそれぞれは、前記第二の蓄電器類のそれぞれが、電解液が電気分
解する電圧または発生ガスの再結合が可能な電圧まで前記充放電器によって充電されるこ
とにより均等充電され、
　前記他の電源装置が電力不足の場合、前記電源装置から電力供給を援助し、
　前記他の電源装置で余剰電力が発生した場合、前記電源装置の前記第一蓄電器類のそれ
ぞれを前記余剰電力により、前記第二の蓄電器類の電解液が電気分解する電圧または発生
ガスが再結合する電圧まで充電することを特徴とする分散型電源システム。
【請求項１２】
　蓄電器及び該蓄電器の充放電を制御する充放電器を備えた電源装置と、
　車両の力行時に前記電源装置から供給された電力によって駆動されると共に、車両の回
生時に発電する電動発電機とを有し、
　前記蓄電器は、
　直列接続された少なくとも２つの第一の蓄電器類と、
　該第一の蓄電器類の充電バランスをとるためのものであって、前記第一の蓄電器類を直
列接続したものに並列接続された充電バランス手段とを有しており、
　前記充電バランス手段は、
　電解液が電気分解する電圧または発生ガスが再結合が可能な第二の蓄電器類を用いて構
成したものであって、
　前記第一の蓄電器類のそれぞれに対応させて前記第二の蓄電器類を設け、前記第二の蓄
電器類を対応する前記第一の蓄電器類に並列接続し、かつ前記第二の蓄電器類を直列接続
して構成したものであり、
　前記蓄電器類は、前記第二の蓄電器類の電解液が電気分解する電圧または発生ガスが再
結合が可能な電圧まで前記第二の蓄電器類のそれぞれを充電させることが可能なものであ
り、
　前記第一の蓄電器類のそれぞれは、前記第二の蓄電器類のそれぞれが、電解液が電気分
解する電圧または発生ガスの再結合が可能な電圧まで前記充放電器によって充電されるこ
とにより均等充電され、
　車両の回生時、前記電動発電機の発電電力により前記電源装置の前記第一の蓄電器類の
それぞれを、前記第二の蓄電器類の電解液が電気分解する電圧または発生ガスが再結合す
る電圧まで充電することを特徴とする電気自動車。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、リチウム二次電池やニッケル水素電池、鉛シール電池、電気二重層キャパシタ
、燃料電池などの蓄電器が多数直並列に接続された電源装置、およびこれらを用いた分散
型電力貯蔵装置、電気自動車に関する。
【０００２】
【従来の技術】
蓄電器を直列接続して用いると、それぞれの蓄電器の容量や初期電圧、温度などのばらつ
きにより、個々の蓄電器の電圧にも差が生じ、直列接続された蓄電器全体の両端の電圧を
均一に電圧を分担させることが困難である。
【０００３】
特に、電解液として有機溶媒が使用されているリチウム二次電池や電気二重層キャパシタ
などを直列接続して用いた場合は、電圧のばらつきが過充電や過放電を引き起こし、破裂
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や発火に至る危険性がある。また破裂や発火に至らないまでも、過充電や過放電によって
蓄電器の寿命が著しく低下する問題が生じる。
【０００４】
また、過充電や過放電が起きないように保護レベルを設けて充放電すると、充電時には電
圧の高い蓄電器の電圧が保護レベルに達した時点で充電は停止する。このため、電圧が低
い残りの蓄電器は十分に充電されないまま、充電容量を残して途中で充電が停止する。
【０００５】
同様に、放電時は電圧の低い蓄電器の電圧が保護レベルに達した時点で放電が停止する。
このため、電圧が高い残りの蓄電器は十分に放電されないまま放電容量を残して途中で放
電が停止する。
【０００６】
このため、個別の蓄電器の充放電時間に比べ、直列接続した場合は、充放電時間が短くな
ってしまう。
【０００７】
このような問題を解決するために、従来、充電時に電池の電圧が設定値に近づくにつれ、
充電電流を電流可変手段で徐々にバイパスし、電池状態を揃えるバッテリー充電装置があ
った。例えば、特開平０７－２３０８２９号公報（対応ＵＳＰ５、５５７、１８９）があ
る。図１２はそのバッテリー充電装置を示す図である。図において、１１０１ａ～１１０
１ｃは電池、１１０２ａ～１１０２ｃは電圧検出手段、１１０３は設定電圧印加手段、１
１０４ａ～１１０４ｃは比較制御手段、１１０５ａ～１１０５ｃは電流可変手段である。
そして電池１１０１ａに関する回路構成を説明すると、電圧検出手段１１０２ａ、比較制
御手段１１０４ａ、電流可変手段１１０５ａがそれぞれ並列に接続され、設定電圧印加手
段１１０３は、電池１１０１ａの電圧値の設定を示す設定電圧を印加している。
【０００８】
電池１１０１ａの現在の電圧値が電圧検出手段１１０２ａにより検出され、比較制御手段
１１０４ａにより設定電圧印加手段１１０３による設定値と比較される。そして、現在の
電池電圧が設定電圧値に近づくにつれて徐々に電流可変手段１１０５ａに流れる充電電流
を多くする。すなわち、電池１１０１ａへの充電電流を徐々に少なくする制御をおこなう
。このようにして過充電を防止している。
【０００９】
いま、電池１１０１ａについて説明したが、電池１１０１ｂについての電圧検出手段１１
０２ｂ、比較制御手段１１０４ｂ、電流可変手段１１０５ｂ、あるいは電池１１０１ｃに
ついての電圧検出手段１１０２ｃ、比較制御手段１１０４ｃ、電流可変手段１１０５ｃ、
についても、前記電池１１０１ａの場合とまったく同様である。
【００１０】
また、特開２０００－７８７６８号公報がある。これはリチウムイオン二次電池の充電時
におけるバラツキ発生を是正して過充電などのトラブルを未然に防止し寿命を改善するも
のである。具体的には負極電解液循環ポンプ、正極電解液循環ポンプで循環させ充放電の
バラツキを是正している。
【００１１】
また、特表２０００－５１１３９８号公報がある。これは電池等化用のシステムでスイッ
チされるエネルギー蓄積要素との組み合わせである。具体的にはキャパシタのグル－プが
直列接続されたバッテリー間で電荷をシフトするように使用する。より高い電圧のバッテ
リーから電荷を抜き取り、より低い電圧のバッテリーへ電荷を送る方式である。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
従来のバッテリー充電装置は、充電時の電池電圧と設定値を比較し、電池電圧が設定電圧
値に近づくにつれて、電池と並列に設けた電流可変手段に充電電流を徐々に分流し、電池
の状態を揃える。
【００１３】
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しかし、これによると、電流可変手段で発熱が生じるため分流できる電流は微小となり、
蓄電器の電圧ばらつきを解消する効果が小さくなる。逆に大きな電流を流すことが可能な
熱容量が大きな電流可変手段はサイズが大きく装置が大型化してしまう。更に、電池以外
の電気回路が必要でありコスト高となる。また電解液を循環する方法ではポンプを設けな
ければならない。またスイッチングによる電荷移動のためのスイッチ回路とその制御回路
から構成されるバッテリー等化器が必要となる。
【００１４】
本発明は上記問題点を解決するためになされたもので、直列接続された蓄電器類の電圧ば
らつきを解消することが可能で、安価で小型の電源装置を提供することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
本発明に係わる電源装置は、第一の蓄電器類と電解液の電気分解又は発生ガスの再結合が
可能な第二の蓄電器類を並列に接続する。そして、この並列接続対を更に直列に接続し、
充放電器と接続する。充放電器は適時、前記第二の蓄電器類の電解液が電気分解する電圧
又は発生ガスが再結合をする電圧まで充電する。これにより、前記第一の蓄電器類と前記
第二の蓄電器類の複数の並列接続対は前記第二の蓄電器類の電解液が電気分解する電圧又
は発生ガスが再結合をする電圧に均等化される。
【００１６】
本発明の前記第一の蓄電器類と前記第二の蓄電器類の並列接続対においては、前記第一の
蓄電器類と前記第二の蓄電器類とを電流制限器を介して並列接続する。電流制限器は前記
第一の蓄電器類と前記第二の蓄電器類を行き来する電流を制限し、前記第一の蓄電器類ま
たは前記第二の蓄電器類の過電流を防止し、故障時の保護ができる。
【００１７】
また、本発明の前記第一の蓄電器類と前記第二の蓄電器類の、並列接続対の直列接続列を
更に並列に接続する。これにより電源装置の容量や出力、寿命等を可変増強できる。
【００１８】
本発明で前記第一の蓄電器類の耐電圧は前記第二の蓄電器類の耐電圧より大きくする。す
なわち、前記第一の蓄電器類の使用電圧範囲内で前記第二の蓄電器類の電解液の電気分解
又はガス発生と再結合が発生し、前記第二の蓄電器類及び前記第一の蓄電器類はこの電解
液が電気分解する電圧又は発生ガスが再結合をする電圧に均等化される。
【００１９】
本発明の他の電源装置に於いては、前記第一の蓄電器類と前記第二の蓄電器類の少なくと
も一つが、複数の蓄電器類が直列接続されて構成される。そして、メインのプラス端子及
びマイナス端子以外に、ある直列接続の単位数毎に中間端子を設ける。本中間端子とメイ
ン端子を介して前記第一の蓄電器類と前記第二の蓄電器類の並列接続が可能となる。
【００２０】
本発明の他の電源装置に於いては、前記第一の蓄電器類と前記第二の蓄電器類が、少なく
とも一つ以上の構成要素を供用して構成される。これにより部品点数やコストの削減が図
られる。ここで供用される構成要素を電解液とすると好適である。
【００２１】
また、前記第一の蓄電器類と前記第二の蓄電器類の少なくとも一つの電極に炭素繊維また
はカーボンナノチューブを添加する。特に充放電で電極の伸縮を伴う電池系では炭素繊維
またはカーボンナノチューブにより、この応力が緩和される。
【００２２】
本発明の他の電源装置においては、前記第一の蓄電器類と前記第二の蓄電器類の並列接続
対と並列に電池管理回路を付加する。これにより並列接続対の、電圧の均等化の強化や状
態検知が可能になる。
【００２３】
また、第一の蓄電器類と第二蓄電器類とから成る電源装置が他の電源装置と並列接続され
た蓄電器電源装置であって、前記他の電源装置が電力不足の時は前記蓄電器電源装置から
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電力供給を援助し、前記他の電源装置で余剰電力が発生した場合はその電力で前記蓄電器
電源装置の第二蓄電器類の電解液が電気分解する電圧または発生ガスが再結合するまで充
電をおこなう充電器を備えた分散型電源システムに特徴がある。
【００２４】
また、電気自動車の駆動および回生発電をおこなう電動発電機を有し、前記電動発電機に
接続された蓄電器電源装置を搭載した電気自動車において、前記蓄電器電源装置を第一の
蓄電器類と前記第一の蓄電器に並列に接続された第ニの蓄電器類とで構成し、前記第ニの
蓄電器の、電解液の電気分解又は発生ガスの再結合が可能な電圧まで充電可能な充電器と
、を具備した電源装置を搭載した電気自動車に特徴がある。
【００２５】
なお、本発明は、リチウム二次電池やニッケル水素電池、鉛シール電池、電気二重層キャ
パシタなどの、電力貯蔵機能を有する各種の蓄電器類や燃料電池の直並列接続体に適用さ
れる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施例について図面を用いて詳細に説明する。図１は、本発明の第１の実施
例を示す図である。図１において、１０１は第一の蓄電器類（１０１ａ～１０１ｎ）、１
０２は第二の蓄電器類（１０２ａ～１０２ｍ）、１０３は充放電器、１０４は電源および
負荷である。１つの第一の蓄電器類１０１（１０１ａ）と２つの第二の蓄電器類１０２（
１０２ａ、１０２ｂ）が並列に接続され、この対になっている並列接続が、さらに複数段
直列に接続されている例を示している。この直列接続された蓄電器類は充放電器１０３に
接続され電源装置を構成する。そして本電源装置は電源および負荷１０４に接続されてい
る。
【００２７】
また、図１において太線で表した第一の蓄電器類１０１ａと第２の蓄電器類１０２ａ、１
０２ｂとの並列接続、これと直列接続される第１の蓄電器類１０１ｂと第二の蓄電器類１
０２ｃ、１０２ｄとの並列接続、すなわち、直列２段接続は本発明の最小単位接続構成で
ある。この構成によって、第一の蓄電器類の１０１ａと１０１ｂの充電バランスをとるこ
とができる。さらに直列接続段数を増加し３段、４段、……のように多段直列接続して使
用されることになる。第一の蓄電器類１０１にはリチウム二次電池や電気二重層キャパシ
タ等を用い、第二の蓄電器類１０２には電解液の電気分解またはガスの発生と再結合ある
いは電解液の補充が可能な鉛電池やニッケル水素電池、ニッケルカドミウム電池、燃料電
池などを用いる。
【００２８】
充放電器１０３は双方向のＤＣ／ＤＣコンバータ、または一方向の充電用ＤＣ／ＤＣコン
バータと放電用のＤＣ／ＤＣコンバータの対で構成することもできる。これらは蓄電器と
電源および負荷１０４に適した電圧、電流制御をおこなう。また、電源および負荷１０４
は商用電源や発電機および一般的な電気機器等である。充放電器１０３は適時、第二の蓄
電器類１０２を電解液が電気分解する電圧又は発生ガスが再結合をする電圧まで充電する
。これにより、第一の蓄電器類１０１と第二の蓄電器類１０２は並列接続され、かつこれ
が少なくとも２段に直列接続されていることによって、第二の蓄電器類１０２の電解液が
電気分解する電圧又は発生ガスが再結合をする電圧により、図１の太線部分の構成におけ
る、第一の蓄電器類１０１の電圧均等化を図ることができる。
【００２９】
次に、第二の蓄電器類１０２の電解液が電気分解する電圧又は発生ガスが再結合をする電
圧によって第一の蓄電器の電圧均等化が図られる動作について、図２（Ａ）の等価回路に
より説明する。図２の（Ａ）に示す（ａ）は、第一の蓄電器類１０１と、第二の蓄電器類
１０２の基本構成を示している。すなわち、図１における太線の部分を表わしている。こ
れに対して、図２の（Ａ）において、（ｂ）の部分はその動作を説明するための、等価回
路を示している。１０ａ～１０ｄは例えばツエナーダイオード特性を持った素子である。
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１６ａ～１６ｄはコンパレータ、Ｖａ～Ｖｄはツエナー電圧で、コンパレータ１６ａ～１
６ｄは、第二の蓄電器類が過充電により所定の電圧、すなわち等価回路ではツエナー電圧
Ｖａ～Ｖｄに達したとき、オンとなりスイッチ１２ａ～１２ｄを閉とし、抵抗１４ａ～１
４ｄを接続する。そして、第一の蓄電器類１０１と第二の蓄電器類１０２の均等化、特に
第一の蓄電器の電圧均等化を図ることになる。抵抗１４ａ～１４ｄは抵抗値が等しい抵抗
器である。第二の畜電器類は前記の等価回路のような動作をすることになるので、第一の
蓄電器類１０１（１０１ａ、１０１ｂ）の均等化を図ることができる。
【００３０】
このようにして、第一の蓄電器類１０１と第二の蓄電器類１０２、すなわち、高出力型の
蓄電器と高容量型の蓄電器とを組み合わせることにより、見掛け上高出力で高容量な電源
装置の実現が可能になる。例えば、第一の蓄電器類１０１として高出力のリチウム二次電
池を、第二の蓄電器類１０２として高容量の鉛シール電池を用いる。この場合、鉛シール
電池の２直列（１０２ａ、１０２ｂ）とリチウム二次電池の１直列（１０１ａ）を並列接
続する。さらに、鉛シール電池の２直列（１０２ｃ、１０２ｄ）とリチウム二次電池の１
直列（１０１ｂ）の並列接続回路をさらに直列接続する。
【００３１】
こうすることによって、鉛シール電池は電解液が電気分解する電圧または発生ガスが再結
合をする電圧（過充電電圧）が約２．１Ｖであり、２直列では約４．２Ｖになる。一方、
リチウム二次電池の使用電圧範囲の上限（耐電圧）は約４．３Ｖである。このため、鉛シ
ール電池の過充電により鉛シール電池及びリチウム二次電池はそれぞれ２．１Ｖ×２と、
４．２Ｖのように均等化される。すなわち、鉛シール電池の直列端電圧が４．２Ｖ、リチ
ウム二次電池端電圧が４．２Ｖに均等化されることになる。
【００３２】
鉛シール電池は安価で高容量であるが、大電流充電が不可能であり、無理な大電流充電で
は寿命が著しく低下する。一方のリチウム二次電池は大電流での充電が可能であるが、高
容量化すると比較的高価になる。そこで、両者を組み合わせることにより、高出力と高容
量の両立が実現でき、かつ長寿命化、低コスト化を図ることができる。これを模式的に図
２の（Ｂ）に示す。縦軸は出力で示したが、充電の場合では充電電流が該当する。すなわ
ち、第一の蓄電器は大出力、第二の蓄電池は大容量の蓄電器として使用することができる
。
【００３３】
また、縦軸を充電電流とすると、第一の蓄電器類は大電流短時間充電が可能であり、第二
の蓄電器類は比較的小電流で長時間の充電が必要であることをも示している。すなわち、
第一の蓄電器類と第二の蓄電器類とを並列に接続することによって、大出力、大容量蓄電
器の特性を兼ね備えた畜電器としての利用をはかることができる特徴がある。大電流充電
が可能なので、後述する電気自動車における回生時に、その回生電力を有効に利用し、充
電をおこなうことができる特徴がある。
【００３４】
図３は本発明の第２の実施例を示す図である。図において、２０１は電流制限器である。
第一の蓄電器類１０１と第二の蓄電器類１０２とが電流制限器２０１を介して並列接続さ
れている。図３では、第一の蓄電器類１０１に電気二重層キャパシタ１０１ｃｐａ～１０
１ｃｐｎを使用した場合の例を示している。
【００３５】
　電流制限器２０１は、例えば、大電流で抵抗が増加する特性をもっているＰＴＣ（Ｐｏ
ｓｉｔｉｖｅ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ ヒュ－ズ等が適用される。

これらは第一の蓄電器類１０１と第二の蓄電器類１０２の間を行
き来する電流（第一の蓄電器から第二の蓄電器に流れる電流あるいはその逆方向に流れる
電流）を制限し、蓄電器の過電流を防止する。また、第一の蓄電器類１０１や第二の蓄電
器類１０２が短絡故障した場合に並列接続された蓄電器の連鎖的短絡故障を防止できる効
果もある。
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【００３６】
図４は本発明の第３の実施例を示す図である。図４では図１及び図２で示した（ａ）の第
一の蓄電器類１０１や第二の蓄電器類１０２がさらに並列接続された例である。そして充
放電器１０３と電源及び負荷１０４が接続されている。このように複数の直列接続列を更
に並列接続することにより、電源装置の容量や出力、寿命等を可変増強できる効果がある
。
【００３７】
また、第一の実施例と同様に、充放電器１０３は適時、第二の蓄電器類１０２を電解液が
電気分解する電圧又は発生ガスが再結合をする電圧まで充電する。
【００３８】
これにより、各直列接続列の第一の蓄電器類１０１と第二の蓄電器類１０２の、複数の並
列接続対は第二の蓄電器類１０２の電解液が電気分解する電圧または発生ガスが再結合を
する電圧に均等化されることになる。図４の（ａ）の部分は図１あるいは図２の（ａ）の
部分に相当し、図４の（ｂ）の部分は図３の構成に該当し、これらを並列接続して図４を
構成した例である。
【００３９】
図５は本発明の第４の実施例を示す図である。図５おいて、第一の蓄電器類１０１の中で
、電気二重層キャパシタ１０１ｃｐａ～１０１ｃｐｎと、リチウム二次電池１０１Ｌａ～
１０１Ｌｎとを夫々並列に接続した例である。リチウム二次電池を第三の蓄電器とすると
、第三の蓄電器として第一の蓄電器の、リチウム電池を用いた場合である。第一の蓄電器
類１０１と第二の蓄電器類１０２とが電流制限器２０１を介して並列接続され、そして、
これらの直列接続列が充放電器１０３に接続され電源装置を構成している場合である。
【００４０】
ここで、第一の蓄電器類１０１（１０１ｃｐａ～１０１ｃｐｎ）、および第三の蓄電器の
耐電圧を、第二の蓄電器類１０２の耐電圧より大きく設定する。すなわち、第一の蓄電器
類１０１（１０１ｃｐａ～１０１ｃｐｎ）、および第三の蓄電器（１０１Ｌａ～１０１Ｌ
ｎ）の使用電圧範囲内で、電圧の均等化を図ることができる。すなわち、第二の蓄電器類
１０２の、電解液の電気分解またはガス発生と再結合が発生するまで充電し、第二の蓄電
器類１０２、それと第一の蓄電器類１０１のうち、第三の蓄電器（１０１Ｌａ～１０１Ｌ
ｎ）は、この電解液が電気分解する電圧または発生ガスが再結合をする電圧に均等化充電
されることになる。
【００４１】
いま、第一の蓄電器類１０１（１０１ｃｐａ～１０１ｃｐａ）を耐圧が３．５Ｖの電気二
重層キャパシタ、第二の蓄電器類１０２を電解液の電気分解又はガス発生と再結合の電圧
が１．６Ｖのニッケル水素電池、第三の蓄電器類４０１を耐圧が４．３Ｖのリチウム二次
電池とすると、ニッケル水素電池の過充電により電気二重層キャパシタ及びリチウム二次
電池は３．６Ｖに均等化される。
【００４２】
図６は本発明の第５の実施例を示す図である。図６（Ａ）において５０１はプラス端子、
５０２はマイナス端子、５０３はケース、５０４は中間端子である。複数の第一の蓄電器
類１０１、または第二の蓄電器類１０２が直列接続され、ケース５０３に収納されている
例である。また、直列接続の両端は電力の授受を担うプラス端子５０１とマイナス端子５
０２が配設されている。さらに蓄電器類が２個直列に接続される毎に中間端子５０４が配
設されている。
【００４３】
この中間端子５０４とプラス端子５０１、マイナス端子５０２を介して他の第一の蓄電器
類１０１または第二の蓄電器類１０２と並列に接続することが可能となる。図６の（Ｂ）
はケース５０３ａ、５０３ｂに収納された蓄電器の並列接続の状況を示している。５０４
ａ１、５０４ａ２はケース５０３ａに収納された蓄電器の中間端子を表わしている。また
、５０４ｂ１、５０４ｂ２はケース５０３ｂに収納された蓄電器の中間端子を表わしてい
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る。この端子を相互に接続すれば、図６の（Ａ）に示した直列回路の並列接続が可能とな
る。
【００４４】
図７は本発明の第６の実施例を示す図である。図７おいて６０１は正極ａ、６０２はセパ
レータａ、６０３は負極ａ、６０４は隔壁で、第一の蓄電器類１０１で構成している。ま
た６０５は正極ｂ、６０６はセパレータｂ、６０７は負極ｂで、第二の蓄電器１０２で構
成した場合である。６０８はプラスリード線、６０９はマイナスリード線である。
【００４５】
正極ａ６０１、セパレータａ６０２、負極ａ６０３の順に配設され、これらが電解液（図
示せず）に含浸され、第一の蓄電器類１０１の、構成要素の一部を成している。また、正
極ｂ６０５、セパレータｂ６０６、負極ｂ６０７の順に配設され、これらが電解液（図示
せず）に含浸され、第二の蓄電器類１０２の、構成要素の一部を成している。
【００４６】
これらは隔壁６０４で空間的に分離されているが、共通のケース５０３に収納されている
例である。また、正極ａ６０１、正極ｂ６０５、プラス端子５０１はプラスリード線６０
８で接続されている。同様に負極ａ６０３、負極ｂ６０７、マイナス端子５０２がマイナ
スリード線６０９で接続されている。
【００４７】
ここでは、第一の蓄電器類１０１と第二の蓄電器類１０２をそれぞれ独立して構成する場
合に比べ、プラス端子５０１やマイナス端子５０２、プラスリード線６０８、マイナスリ
ード線６０９、ケース５０３が各構成要素を供用し、並列接続対を構成している。その他
、図示していないが防爆弁、圧力スイッチ等の保護機構や保護素子等も共用化が可能であ
る。これにより部品点数や、電源としてのコストの低減を図ることができる。
【００４８】
図８は本発明の第７の実施例を示す図である。図８では図６の隔壁６０４が削除され、第
一の蓄電器類１０１と第二の蓄電器類１０２の構成要素が同一空間に収納されている。こ
のため、電解液も共用化している。本構成は電解液を硫酸水溶液とし、第一の蓄電器類１
０１を電気二重層キャパシタ、第二の蓄電器類１０２をシール鉛電池とすることで実現で
きる。また、電解液を水酸化カリウム水溶液とし、第一の蓄電器類１０１を電気二重層キ
ャパシタ、第二の蓄電器類１０２をニッケル水素電池とすることでも実現することが可能
である。
【００４９】
ここでは、第一の蓄電器類１０１と、第二の蓄電器類１０２の電極およびセパレータ６０
２、６０６の実装が積層型で示されているが、捲回型やその他の構成でも実現可能である
。
【００５０】
また、本発明の第８の実施例として、図７または図８の第一の蓄電器類１０１と第二の蓄
電器類１０２の、少なくとも一つの電極（一般的には負極）に炭素繊維またはカーボンナ
ノチューブを添加したものを使用することが望ましい。リチウム二次電池や鉛電池は充放
電で電極の伸縮を伴う。一方、電気二重層キャパシタやニッケル水素電池は充放電で電極
の伸縮を伴わない。これらを共通の空間に収納すると、電気二重層キャパシタやニッケル
水素電池にも応力が加わり性能が著しく劣化する。そこで、いずれかの電極（一般的には
負極）に炭素繊維またはカーボンナノチューブを添加することにより、炭素繊維またはカ
ーボンナノチューブがこの応力を緩和し、性能の低下を防止することができる。
【００５１】
図９は本発明の第９の実施例を示す図である。図９において、蓄電器コントローラ８０７
は、８０１ａ～８０１ｃの電池管理回路、８０２ａ～８０２ｃの電圧検出回路、８０３ａ
～８０３ｃの電位変換回路、８０４の処理回路、８０５の絶縁回路、８０６の通信回路、
から構成されている。そして、第一の蓄電器類１０１ｃｐａ～１０１ｃｐｃに、第二の蓄
電器類１０２ａ、ｂ、１０２ｃ、ｄ、１０２ｅ、ｆがそれぞれ並列に接続され、この並列
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接続対がさらに複数段（図９の例では３段）直列に接続された例である。また、電池管理
回路８０１が、第一の蓄電器類１０１と第二の蓄電器類１０２の並列接続対（例えば、１
０２ａ、ｂ、と１０１ｃｐａ）にさらに並列に接続されている状態を示している。
【００５２】
電池管理回路８０１（８０１ａ～ｃ）は電位変換回路８０３（８０３ａ～ｃ）を介して、
処理回路８０４と接続されている。処理回路８０４は絶縁回路８０５を介して通信回路８
０６にも接続されている。そして、これらにより電池コントローラ８０７が構成されてい
る。
【００５３】
ここで、電位変換回路８０３（８０３ａ～ｃ）は、電池管理回路８０１（８０１ａ～ｃ）
で検出された各並列回路の電位レベルを変換して電気信号を伝送する。処理回路８０４で
は各並列接続対の端子間電圧をもとに、各並列接続対の充電状態や電圧アンバランスの判
定、残量や許容入出力の検出、バイパス回路の駆動等を行う。また、許容放電残量や許容
入出力等の情報信号は絶縁回路８０５で電気的に絶縁された後、通信回路８０６を介して
電源および負荷１０４、あるいは充放電器１０３に伝えられる。通信回路のＴＸは送信手
段、ＲＸは受信手段を表わしている。
【００５４】
電池管理回路８０１（８０１ａ～ｃ）は電圧検出回路８０２（８０２ａ～ｃ）やバイパス
回路（図示せず）を有し、並列接続対の端子間電圧を検出する。また、図示していないが
、バイパス回路によって各並列接続対の電圧アンバランスを解消する様にバイパス回路を
制御することもできる。
【００５５】
この電圧アンバランスの解消は、前述の充放電器１０３による第二の蓄電器類１０２の電
解液が電気分解する電圧または発生ガスが再結合をする電圧によって均等化される。これ
により、バイパス回路を使用したとしても、小型化が達成でき、均等化の作用も補強され
る効果がある。
【００５６】
図１０は、本発明の電源システムの、一実施形態を示したもので、太陽光の電力変換装置
と組み合わせた分散型電源装置の実施の形態を示す図である。図１０において、９０１は
商用電源、９０２は太陽光発電装置、９０３ａ、９０３ｂは負荷装置、９０４は制御変換
器、９０５ａ、９０５ｂ、９０５ｃは切替器である。図１０において、前記の、第一の蓄
電器類１０１ａ～１０１ｄと、第二の蓄電器類１０２ａ、ｂ～１０２ｇ、ｈ、が並列に接
続され、この並列接続対がさらに複数段（この実施例では 4段）直列に接続され、これら
と蓄電器コントローラ８０７が接続されている。
【００５７】
また、直列接続列のプラス端子５０１、マイナス端子５０２は、前述の充放電器１０３に
相当する制御変換器９０４に接続され、かつ、電池コントローラ８０７内の通信回路８０
６と制御変換器９０４内のＭＣＵが接続されている。
【００５８】
さらに、前述の電源および負荷１０４に相当する商用電源９０１、太陽光発電装置９０２
、負荷装置９０３が、切替器９０５ａ～９０５ｄを介して、制御変換器９０４に接続され
ている。また、太陽光発電装置９０２、負荷装置９０３、制御変換器９０４、切替器９０
５ａ～９０５ｄ、電池コントローラ８０７は、双方向通信で結ばれている。太陽光発電装
置９０２は、太陽電池により、太陽光を直流電力に変換し、インバータ装置（ＩＮＶ）に
より交流電力を出力する装置である。
【００５９】
また、負荷装置９０３ａは、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、照明などの家電品や、モー
タ、エレベータ、コンピュータ、医療機器などの電気機器や、９０３ｂは第２の電源装置
の場合もある。そして、制御変換器９０４は、交流電力を直流電力に変換、または、直流
電力を交流電力に変換する充放電器である。また、これら充放電の制御や上述の太陽光発

10

20

30

40

50

(10) JP 3809549 B2 2006.8.16



電装置９０２、負荷装置９０３などの機器を制御する制御器ＭＣＵを有している。ＭＣＵ
は制御信号を切替器９０５ａ～９０５ｄ等に出力する。
【００６０】
ここで、これらの機器は装置内に切替器９０５を有することもある。また、本発明の電源
装置は、図示した構成以外の制御変換器９０４や、その他の機器の接続形態をとることも
可能である。本実施の形態によれば、負荷装置９０３が必要とする電力を、商用電源９０
１や太陽光発電装置９０２で賄い切れない時、制御変換器９０４を介して、蓄電器類から
電力を供給する。そして、商用電源９０１や太陽光発電装置９０２からの電力供給が過剰
となっている時に、制御変換器９０４を介して、蓄電器類に蓄電する。
【００６１】
これらの動作の中で、蓄電器類の端子間電圧が、放電停止や充電停止レベルに達すると、
電池コントローラ８０７はその信号を制御変換器９０４に送り、制御変換器９０４は充放
電等を制御する。また、蓄電器類の電圧アンバランスを検出すると、バイパス回路を有し
ている場合は、バイパス回路を制御し電圧アンバランスを解消する様に作用する。
【００６２】
電圧アンバランスの程度がこのバイパス回路で解消できないレベルと検出した場合は、商
用電源９０１、太陽光発電装置９０２、負荷装置９０３、制御変換器９０４、切替器９０
５を制御し、前述の様に第二の蓄電器類１０２の電解液が電気分解する電圧又は発生ガス
が再結合をする電圧に均等化する作用を併用する。これらの実施の形態では、商用電源９
０１の契約電力や消費電力、太陽光発電装置９０２の発電定格を下げることが可能となり
、設備費やランニングコストの削減を図ることができる。
【００６３】
また、消費電力がある時間帯に集中している時に、電源装置から商用電源９０１に電力を
供給し、消費電力が少ない時に、電源装置に蓄電することで、消費電力の集中を緩和し、
消費電力の平準化を図ることが可能となる。さらに、制御変換器９０４のＭＣＵは負荷装
置９０３の電力消費を監視し、負荷装置９０３を制御するため、省エネや電力の有効利用
が達成できる。
【００６４】
図１１は本発明の電源装置を適用した電気自動車の例を示している。図１１において、１
００１は自動車の駆動用モータジェネレータ、１００２は直流負荷装置である。モータジ
ェネレータ１００１が制御変換器９０４を介して複数の蓄電器類の直列接続列に接続され
ている。モータジェネレータ１００１はエンジンの始動や駆動力のアシスト（力行）や発
電（回生）をおこなう。そして、力行時には電源装置からモータジェネレータ１００１に
電力が供給される。回生時には逆にモータジェネレータ１００１から電源装置に電力が供
給される。
【００６５】
また、直流負荷装置１００２は電磁弁やオーディオ等の電気負荷や第２の電源装置である
。直流負荷装置１００２は切替器９０５を介して蓄電器類の直列接続列に接続されている
。
【００６６】
これにより発進時にエンジンのトルクをアシストしたり、ブレーキ時には回生エネルギー
を電力に変換して蓄えたりすることが可能な自動車が実現できる。特にこの電源装置の場
合は、第一の蓄電器類を用いた電源装置であるため、大電流充電が可能であるから、回生
時にはその回生エネルギーを充電電力として有効に利用することが出来る効果がある。こ
れまではいわゆる急速充電ができなかったので、その大部分は熱損失となっていた。
【００６７】
【発明の効果】
本発明による電源装置によれば、直並列接続された蓄電器類の電圧の均等化を図ることが
出来るとともに、分散型電源の一つとして利用できる。また電気自動車に用いることによ
り回生時電力を電源装置の充電電力として有効に利用できる効果がある。
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【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施例を示す図である。
【図２】　本発明の基本説明図である。
【図３】　本発明の第２の実施例を示す図である。
【図４】　本発明の第３の実施例を示す図である。
【図５】　本発明の第４の実施例を示す図である。
【図６】　本発明の第５の実施例を示す図である。
【図７】　本発明の第６の実施例を示す図である。
【図８】　本発明の第７の実施例を示す図である。
【図９】　本発明の第９の実施例を示す図である。
【図１０】　本発明の電源装置を適用した一実施形態で、太陽光の電力変換装置との組み
合わせた電源システムの実施の形態を示す図である。
【図１１】　本発明の電源装置を適用した一実施の形態で、電気自動車に用いた場合の例
を示す図である。
【図１２】　従来のバッテリー充電装置を示す図である。
【符号の説明】
１０１…第一の蓄電器類、１０１ｃｐａ～１０１ｃｐｎ…第一の蓄電器類の電気二重層キ
ャパシタ、１０１Ｌａ～１０１Ｌｎ…第一の蓄電器類のリチウム二次電池、１０２…第二
の蓄電器類、１０３…充放電器、１０４…電源及び負荷、２０１…電流制限器、５０１…
プラス端子、５０２…マイナス端子、５０３…ケース、５０４…中間端子、６０１…正極
ａ、６０２…セパレータａ、６０３…負極ａ、６０４…隔壁、６０５…正極ｂ、６０６…
セパレータｂ、６０７…負極ｂ、６０８…プラスリード線、６０９…マイナスリード線、
８０１…電池管理回路、８０２…電圧検出回路、８０３…電位変換回路、８０４…処理回
路、８０５…絶縁回路、８０６…通信回路、８０７…蓄電器コントローラ、９０１…商用
電源、９０２…太陽光発電装置、９０３…負荷装置、９０４…制御変換器、９０５…切替
器、１００１…モータジェネレータ、１００２…直流負荷装置、１１０１…電池、１１０
２電圧検出手段、１１０３…設定電圧印加手段、１１０４…比較制御手段、１１０５…電
流可変手段。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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